
 

労働者派遣事業適正運営協力員制度の趣旨について 

 

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」

（以下「派遣法」と略します。）第５３条第１項において、労働者派遣事業適正運営協力

員については、次のように規定されております。 

派遣法第５３条第１項【※根拠条文】 

厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣

就業について専門的な知識経験を有する者うちから、労働者派遣事業適正運営

協力員を委嘱することができる。 

  

また、同法第２項において、労働者派遣事業適正運営協力員の職務として次のよう

に規定されております。 

派遣法第５３条第２項【※職務】 

 労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正

な派遣就業の確保に関する施策に協力して、労働者派遣をする事業主、労働者

派遣の役務の提供を受ける者、労働者等の相談に応じ、及びこれらの者に対する

専門的な助言を行う。 

 

これを受けて策定された昭和６１年８月１日労働省訓第５号（最終改正平成２３年４

月１日）「労働者派遣事業適正運営協力員規程」（職務）第３条に次のように規定され

ております。 

労働者派遣事業適正運営協力員規程（職務）第３条【※職務詳細】 

 協力員は、次の各号に掲げる事務を行うことにより、職業安定機関に協力する。 

（１）  都道府県労働局が開催する労働者派遣事業適正運営協力員会議に出

席して意見交換等を行うこと。 

（２）  労働者派遣事業に関する事項について、派遣労働者、派遣先若しくは派

遣元事業主又はそれぞれの団体等の相談に応じ、必要な援助を行うこと。 

（３）  労働者派遣事業制度の運営上の問題について、職業安定行政機関に対

し要望又は意見を述べること 

 

 






